
�愛媛県告示第１１０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０２号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２２年９月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

� 目 次 �
告 示

○ 介護員養成研修事業者の指定……………………………………………６９９

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線）…………………………………６９９
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発 行 愛 媛 県

告 示

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

学校法人 ＲＷＦグル
ープ

四国中央市中之庄町
１６８４番地１０

訪問介護に
関する２級
課程

平成２２年
９月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
宇和島市津島町増穂丙８２０番３地先から

同町増穂丙９０４番１地先まで

旧 ３．６～１８．２ ０．１４３

新 １２．０～１９．０ ０．１４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
宇和島市津島町増穂丙８２０番３地先から

同町増穂丙９０４番１地先まで
平成２２年９月２８日

公 告

�公 告

愛媛県人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。
平成２２年９月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

毎週（火・金）曜日発行 第２２０５号 平成２２年９月２８日
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１ 人事行政の運営の状況

� 任免及び職員数に関する状況

ア 職員の採用の状況

平成２１年度の新規採用者数は、市町立小・中学校教員を含め、愛媛県全体で５８４人です。任命権者別の職種別・性別内訳は、以下のとお

りです。

� 知事 （単位：人）

区分 行政事務 児童指導員 児童自立支援専門員 保育士 心理判定員 化学 建築 医師 獣医師 薬剤師 看護師 合計

男性 ７ ０ １ ０ １ ２ １ ０ ２ １ ０ １５

女性 ６ １ ０ １ ０ ０ １ １ ０ １ ３ １４

合計 １３ １ １ １ １ ２ ２ １ ２ ２ ３ ２９

※割愛採用者、自治医大医師、大学教員は除いている。

� 公営企業管理者 （単位：人）

区分 電気 医師 歯科医師 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 看護師 合計

男性 １ ２３ １ １ ２ ３ ２ １ ０ １３ ４７

女性 ０ ９ ０ １ ０ ２ ２ ０ １ １０４ １１９

合計 １ ３２ １ ２ ２ ５ ４ １ １ １１７ １６６

� 教育委員会 （単位：人）

区分 小中学校教諭 高等学校等教諭 養護教諭 学校事務 栄養教諭 合計

男性 ４７ ２１ ０ ５ １ ７４

女性 １０７ ２９ ８ ３ １９ １６６

合計 １５４ ５０ ８ ８ ２０ ２４０

※割愛採用者は除いている。

� 警察本部長 （単位：人）

区分 警察官 警察官（武道） 警察事務 合計

男性 １１３ ２ ４ １１９

女性 ２４ ０ ６ ３０

合計 １３７ ２ １０ １４９

イ 職員の退職の状況

職員の定年等に関する条例により、一部の職員を除いて定年年齢は６０歳とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職するこ

ととしています。平成２１年度における退職者数は、定年による退職と定年前の自己都合や死亡等による退職を合わせて８００人です。任命権

者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 教育委員会 警察本部長 合計

定 年 退 職 １１８ １５ ２０５ ７７ ４１５

定 年 前 退 職 ３３ １７３ １３６ ４３ ３８５

合 計 １５１ １８８ ３４１ １２０ ８００

※割愛退職者は除いている。
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ウ 職員の再任用の状況

地方公務員法により、任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、常時勤務又は短時間勤務の職に採用するこ

とができることとされています。任期は１年ですが、平成１８・１９年度に再任用された職員については２回、平成２０・２１年度については３回

に限り任期を更新することができます。平成２１年度における新規再任用者数は６８人、任期更新者数は６０人、離職者数は３３人です。任命権者

別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 議会議長 教育委員会 警察本部長 合計

新規再任用者数 １９ ４ ０ ３９ ６ ６８

任 期 更 新 者 数 ２５ ２ １ ３０ ２ ６０

離 職 者 数 １５ ４ ０ ８ ６ ３３

エ 職員数の状況

平成２１年及び平成２２年の各年の４月１日現在の部門別職員数の状況と平成２２年の職員数の主な増減理由、年齢別職員構成の状況並びに定
ちょく

員適正化計画の数値目標及び進捗状況は、以下のとおりです。

�ア 部門別職員数の状況と平成２２年の職員数の主な増減理由

（各年４月１日現在）

職 員 数 対前年

増減数
主 な 増 減 理 由

平成２１年 平成２２年

議 会 ３１ ３２ １ 議会事務局の事務処理体制の整備

総務企画 ６２５ ６０９ △１６ 技能労務職員の業務見直しに伴う減

税 務 １９６ １９６ ０

民 生 ３４９ ３４９ ０

一般

行政

部門

衛 生 ５１８ ５０１ △１７ 歯科技術専門学校の廃止に伴う減

労 働 ８８ ８９ １ 技能労務職の業務見直しに伴う増

農林水産 １，０８２ １，０６５ △１７ 地方局地域農業室の事務処理体制の効率化

商 工 １９２ １８６ △ ６ しまなみ海道１０周年記念事業終了に伴う減

土 木 ９０１ ８６７ △３４ 地方局建設部及び土木事務所の事務処理体制の効率化

小 計
３，９８２

［４５］

３，８９４

［６２］

△８８

［１７］

特別

行政

部門

教 育 １３，０４６ １２，７８２ △２６４ 児童生徒数の減少による教職員の減

警 察 ２，７８５ ２，７９４ ９ 警察官の欠員補充による増

小 計
１５，８３１

［７７］

１５，５７６

［１１５］

△２５５

［３８］

公営

企業

部門

小 計
２，０７０

［６］

２，０１３

［６］

△５７

［０］
三島病院の廃止に伴う減

合計

（条例定数）

２１，８８３

［１２８］

（２２，５４８）

２１，４８３

［１８３］

（２２，２５６）

△４００

［５５］

（△２９２）

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、臨時又は非常勤の職員は含まれていません。
２ ［ ］内は、再任用職員の数であり、外書きです。
３ この表は、従事する職務の部門ごとの職員の集計であり、「� 給与の状況」において適用給料表ごとに集計した職員数とは一致しません。
４ 一般行政部門には、知事の事務部局（愛媛県立医療技術大学を除く。）のほか、人事委員会、議会、監査委員及び労働委員会の事務部局が含まれてい
ます。
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�イ 年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日現在）

区分
２０歳
未満

２０歳
～２３歳

２４歳
～２７歳

２８歳
～３１歳

３２歳
～３５歳

３６歳
～３９歳

４０歳
～４３歳

４４歳
～４７歳

４８歳
～５１歳

５２歳
～５５歳

５６歳
～５９歳

６０歳
以上

計

職員数（人） ２６ ４６８ １，１３２ １，６９１ ２，０１２ ２，４２４ ２，８５５ ３，０９７ ３，１７０ ２，６５９ １，８９９ ５０ ２１，４８３

構成比 ０．１％ ２．２％ ５．３％ ７．９％ ９．４％ １１．３％ １３．３％ １４．４％ １４．７％ １２．４％ ８．８％ ０．２％ １００．０％

ちょく

�ウ 定員適正化の数値目標及び進捗状況

ａ 定員適正化目標（数・率）

計 画 期 間
数 値 目 標

始 期 終 期

平成１８年４月１日 平成２２年４月１日
５年間で総定員（一般行政、公営企業、教育、警察部門２２，９６３人）を６．５％

（１，５００人）削減する計画（愛媛県構造改革プラン）

ｂ 定員適正化手法の概要

スクラップ・アンド・ビルドの徹底、事務事業や組織・機構の整理合理化、アウトソーシングの推進、ＩＴ技術の積極的な活用、中

長期的視点に立った計画的な職員採用などにより定員の縮減及び増員の抑制に努めました。

ｃ 平成２３年４月１日現在における定員の数値目標

平成１８年３月策定の「愛媛県構造改革プラン」の推進期間を１年間延長したことに伴い、一般行政部門の２％削減を継続するととも

に、引き続き総定員の純減を図ります。
ちょく

ｄ 愛媛県構造改革プランの年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

区分
平成１７年

（計画前年）

平成１８年

（１年目）

平成１９年

（２年目）

平成２０年

（３年目）

平成２１年

（４年目）

平成２２年

（５年目）
計

（参考）

数値目標

一般

行政

部門

職員数 ４，４２０ ４，３６２ ４，２６６ ４，１０７ ３，９８２ ３，８９４ ３，９７８

増減 △５８ △９６ △１５９ △１２５ △８８
△５２６

（１１９．０％）
△４４２

教育

部門

職員数 １３，６８２ １３，５９８ １３，４７９ １３，２５７ １３，０４６ １２，７８２

増減 △８４ △１１９ △２２２ △２１１ △２６４ △９００

警察

部門

職員数 ２，７５３ ２，７８０ ２，７９９ ２，８０２ ２，７８５ ２，７９４

増減 ２７ １９ ３ △１７ ９ ４１
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公営

企業

部門

職員数 ２，１０８ ２，０７０ ２，０８８ ２，０１８ ２，０７０ ２，０１３ ２，０１４

増減 △３８ １８ △７０ ５２ △５７
△９５

（１０１．１％）
△９４

計

職員数 ２２，９６３ ２２，８１０ ２２，６３２ ２２，１８４ ２１，８８３ ２１，４８３ ２１，４６３

増減 △１５３ △１７８ △４４８ △３０１ △４００
△１，４８０
（９８．７％）

△１，５００

注１ 計画期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間です。
ちょく

２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示すものです。

� 給与の状況

ア 総括

�ア 人件費の状況（普通会計決算）

人件費には、一般職の職員（警察関係職員、教育関係職員及び一般行政関係職員をいう。以下同じ。）に支給する給与と、特別職の職員

に支給する知事等特別職の給与、議員の報酬及び期末手当並びに委員等報酬のほか、地方公務員共済組合負担金、退職手当、恩給及び退職

年金、災害補償費等が含まれています。

平成２１年度における普通会計の決算による人件費の状況は、以下のとおりです。

区 分
住民基本台帳人口

（平成２１年度末）

歳 出 額

（Ａ）
実 質 収 支

人 件 費

（Ｂ）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

平成２０年度

の人件費率

平成２１年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

１，４５７，９５０ ６３０，７７３，５８３ ６５０，１８８ １７７，２０９，５９０ ２８．１ ３０．７

�イ 職員給与費の状況（普通会計予算）

平成２２年度当初予算における職員給与費の状況は、以下のとおりです。

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２２年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

１９，８９３

（４６）

８７，８６４，９５５ １５，００５，６２９ ３４，１１６，６２１ １３６，９８７，２０５ ６，８８６

注１ 職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される給料及び扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手
当に要する経費であり、退職手当に要する経費は、含んでいません。

２ 職員数は、平成２２年度当初予算に計上された数値であり、平成２２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。

�ウ 特記事項

県の危機的な財政状況を踏まえ、人件費の抑制を図るため、平成１８年度から知事等特別職及び一般職員の給与の臨時的な減額措置を行っ

ています。

なお、平成２２年度の給与減額措置の内容は、以下のとおりです。

○特別職

区分 給料 期末手当

知 事 ２５／１００

副知事 １８／１００ 減額後の給料の月額による額

教育長、管理者、常勤監査委員 １５／１００
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○一般職員

区分 給料

特定幹部職員 ６／１００

管理職員 ４．５／１００

一般職員 ０．５／１００

� ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

県職員の給与水準は、ラスパイレス指数で表されますが、本県の平成２１年度におけるラスパイレス指数は、９８．１です。

ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職員数に各地方

公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務員の給料総額に対してどのような割合になるかを示す指数ですが、上記の本

県ラスパイレス指数は、本県の一般行政職の給与水準を、国家公務員の行政職俸給表�適用者のそれを１００として比較したものです。

イ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

�ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

本県では、行政職給料表、公安職給料表、中学校・小学校教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、技能労務職員の給料表など９種

類の給料表を定めています。

平成２２年４月１日現在における職員数（企業会計関係職員２，０１３人及び再任用短時間勤務職員４６人を含まない。以下イ及びウにおいて同

じ。）は、１９，４６９人です。

このうち、代表的な職種である一般行政職（行政職給料表適用者のうち、税務事務に従事する職員及び船員（以下「税務職員等」という。）

を除いた職員をいう。以下イ及びウにおいて同じ。）４，０５５人（２０．８パ－セント）、技能労務職４４４人（２．３パ－セント）、高等学校（特殊・

専修・各種）教育職３，３６７人（１７．３パ－セント）、中学校・小学校教育職８，２７２人（４２．５パ－セント）及び公安職２，４００人（１２．３パ－セント）

の職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況は、以下のとおりです。

ａ 一般行政職（行政職給料表適用者（税務職員等を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

愛 媛 県 ４４．８歳 ３５７，７３２円 ４５２，２２４円

ｂ 技能労務職（技能労務職に係る給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４７．３歳 ３４１，４１４円 ３９０，２２６円

うち

用務員
４７．２歳 ３３７，６２９円 ３８５，８５０円
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うち

自動車運転手
５０．８歳 ３６３，８０５円 ４１９，６４１円

うち

学校給食員
４６．５歳 ３２６，７５２円 ３６７，１３１円

ｃ 高等（特殊・専修・各種）学校教育職（高等学校等教育職員給料表適用者ほか）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４２．６歳 ３７６，９０７円 ４３３，７４８円

ｄ 中学校・小学校（幼稚園）教育職（中学校・小学校教育職員給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４４．５歳 ３８２，９６４円 ４２６，７９９円

ｅ 公安職（公安職給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ３９．７歳 ３３２，５３７円 ４３９，７０２円

注１ 平均給料月額とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の給料、給料の調整額及び教職調整額の合算額の平均であり、学歴、経験年数、
職位等の要素は、考慮に入れていません。

２ 平均給与月額とは、職員の給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。

�イ 職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

平成２２年４月１日現在における代表的な職種の職員の初任給（給与減額措置前）を国のそれと比較した状況は、以下のとおりです。

区 分 愛 媛 県 国

大学卒 １７２，９４０円
Ⅰ種１８１，２００円

一 般 行 政 職 Ⅱ種１７２，２００円

高校卒 １４０，７０２円 Ⅲ種１４０，１００円

技 能 労 務 職
高校卒 １３７，７８９円 －

中学卒 １２２，１２２円 －

高 等 学 校 教 育 職 大学卒 ２０１，３７４円 －

中学校・小学校教育職 大学卒 ２０１，３７４円 －

公 安 職
大学卒 １９３，１２６円 ２０３，１００円

高校卒 １６２，１９４円 １６１，５００円

�ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

平成２２年４月１日現在における代表的な職種の職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は、以下のとおりです。

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一 般 行 政 職
大学卒 ２６４，３５０円 ３１３，２９９円 ３６７，３７１円

高校卒 ２１３，０２２円 ２６８，４５６円 ３３０，６３８円

技 能 労 務 職 高校卒 － ２５６，３４０円 ２９７，７６５円

高等学校教育職 大学卒 ３１３，６２９円 ３６３，３５２円 ４０３，３２０円

中学校・小学校

教 育 職
大学卒 ３０１，９１５円 ３５３，５０８円 ３９２，２１２円

公 安 職
大学卒 ２８１，１８３円 ３５３，８３６円 ３８０，０００円

高校卒 ２４８，７８２円 ２９７，７７７円 ３５４，９６２円
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注 経験年数とは、おおむね次のとおりです。
① 学歴取得後直ちに本県へ就職した者 県職員として在職した年数
② 学歴取得後無職の期間又は他へ就職していた期間を経て本県へ就職した者 無職の期間の４分の１及び他へ就職していた期間のおおむね１０分の８の
期間と県職員として在職した期間とを合算した年数

ウ 一般行政職の級別職員数等の状況

一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

本県における一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務により１級から９級までの９区分に分かれており、これらは、１０級制

となっている国の行政職俸給表�の１級から９級までの区分と同じです。
平成２２年４月１日現在における級別職員数とその構成比は、以下のとおりです。

（参考）１７年度までの級構成

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 区分 標準的な職務内容

１級 主事・技師 １２２人 ３．０％ １級 主事・技師

２級 主事・技師 １８１人 ４．５％ ２級 主事・技師

３級 主任・係長 ７０４人 １７．３％ ３級 主事・技師

４級 専門員 １，６９０人 ４１．７％ ４級 主査

５級 課長補佐 ６１７人 １５．２％ ５級 主任・係長

６級 課長 ５９９人 １４．８％ ６級 専門員

７級 参事 ７０人 １．７％ ７級 課長補佐

８級 局長 ５６人 １．４％ ８級 課長

９級 部長 １６人 ０．４％ ９級 参事

計 ４，０５５人 １００．０％ １０級 局長

１１級 部長

注 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
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エ 職員の手当の状況

職員には、基本給としての給料のほか、各職員の生活実態及び勤務条件の違い等を考慮して、各種の手当を支給しています。

主な手当は、以下のとおりであり、おおむね国と同じ内容となっています。

なお、各手当の支給実績及び１人当たり平均支給額は、平成２１年度普通会計決算ベースの額です。

�ア 期末手当・勤勉手当

愛 媛 県 国

１人当たり平均支給額（平成２１年度決算） －

１，６５５千円

（平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．７５ 月分 １．４ 月分 ２．７５ 月分 １．４ 月分

（１．５）月分 （０．７）月分 （１．５）月分 （０．７）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．３５月分、勤勉手当１．８月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

�イ 退職手当（平成２２年４月１日現在）

愛 媛 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整

額として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ７，６２９千円 ２６，９２７千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた１１段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整

額として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

注 １人当たり平均支給額は、平成２１年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

�ウ 地域手当（平成２２年４月１日現在）

地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区及び大阪府大阪市に勤務する職員に対して支給しているもので

す。また、医師の採用を容易にするためにも支給しています。

支 給 実 績（平成２１年度決算） ４５，８４４千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ７９０，４１４円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の支給率

医 師 １５％ ２６人 １５％

医師以外
東京都（特別区） １８％ ２４人 １８％

大阪府（大阪市） １５％ ７人 １５％

注 支給対象職員数は、平成２２年４月１日現在の職員数です。
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�エ 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する職員に、その勤務の特殊性に基づき支給するものです。

支給実績（平成２１年度決算） １，１８１，３１６千円

支給職員１人当たり平均支給額（平成２１年度決算） １００，９５０円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度） ５９．１％

手当の種類（手当数） ５６

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

県税事務従事職員の特殊勤務手当 県税事務に従事する職員 納税義務者、滞納者等を訪問して
行う県税の賦課及び徴収に関する
業務等

日額 ５００円

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤
務手当

伝染病防疫業務に従事する職員 伝染病患者等の救護作業
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業
伝染病菌を有する家畜等の防疫作
業

日額 ２９０円

産業技術研究所、衛生環境研究所
等に勤務する職員の特殊勤務手当

産業技術研究所、衛生環境研究所
等に勤務する職員

①人体に有毒なガスの発生を伴う
業務
②特に危険性を有する薬品を取り
扱う業務
③病理細菌を取り扱う業務

①日額 ２９０円
②及び③日額 ２００円

特殊現場作業従事職員の特殊勤務
手当

特殊現場作業に従事する職員 ①トンネルの坑内で従事するトン
ネル掘り作業
②墜落の危険が特に著しい箇所で
行う作業等

①日額 ５６０円
②日額 ２２０円

レントゲン技術従事職員の特殊勤
務手当

レントゲン技術又はその補助に従
事する職員

レントゲンを使用して、有害放射
線の影響を受ける作業

日額 ２３０円

児童相談所、子ども療育センター、
知的障害者更生相談所及び心と体
の健康センターに勤務する職員の
特殊勤務手当

児童相談所、子ども療育センター、
知的障害者更生相談所及び心と体
の健康センターに勤務する職員

①児童の一時保護作業
②児童及び精神障害者等の心理判
定作業
③重症心身障害児等の看護作業等
④精神障害者等の看護作業等

①日額 ３５０円
②～④日額 ４２０円

児童自立支援施設に勤務する職員
の特殊勤務手当

児童自立支援施設に勤務する職員 児童の自立支援又は生活支援の業
務

日額 ８２０円、１，４８０円、２，２２０円

県警察に勤務する職員の特殊勤務
手当

私服員の捜査、逮捕作業等手
当

当該作業に従事する私服警察職員 犯罪予防、捜査、被疑者逮捕作業 日額 ５６０円

犯罪鑑識作業手当 当該作業に従事する警察職員 指紋、手口、写真等を利用する犯
罪鑑識作業

日額 ２８０円又は５６０円

交通取締用自動車等運転作業
手当

当該作業に従事する警察職員 交通取締用自動車その他特殊自動
車運転作業

日額 ４２０円又は５６０円

山岳捜索救難作業手当 山岳救助警備隊に属する警察職員 山岳において遭難事故が発生した
場合において行う遭難者の捜索救
難作業

日額 ８４０円

警ら作業手当 当該作業に従事する警察職員 警ら作業 日額 ３４０円

身辺警護等作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①天皇又は皇后、皇太子、皇太子
妃、文仁親王若しくは悠仁親王の
警衛作業
②その他の要人等の警護作業

①日額 １，１５０円
②日額 ６４０円

銃器犯罪捜査作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①銃器等が使用されている犯罪現
場における被疑者逮捕等の作業
②銃器を所持する被疑者の逮捕、
警戒等の作業

①日額 １，６４０円
②日額 ８２０円又は１，１００円

ひき逃げ捜査作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ひき逃げ捜査作業 日額 ５６０円

交通取締等作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ①共同危険行為取締作業
②交通取締り（①の作業を除く。）、
整理及び事故処理作業

①日額 ５６０円
②日額 ３１０円

留置場等看守作業手当 当該作業に従事する警察職員 留置場等において収容者を看守す
る作業

日額 ２３０円

被疑者護送作業手当 当該作業に従事する警察職員 被疑者護送作業 日額 ２３０円
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火薬類取締作業手当 当該作業に従事する警察職員 火薬類の取締作業（不発弾の処理
作業を含む。）

日額 ２５０円

夜間特殊作業手当 当該作業に従事する警察職員 夜間（深夜（午後１０時から翌日の
午前５時までの間）を含む時間）
に従事する特殊業務

１回 ４１０円、７３０円又は１，１００円

潜水作業手当 当該作業に従事する警察職員 潜水器具を着用して従事する潜水
作業

１時間 ３１０円又は７８０円

死体取扱作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①検視管理官が行う検視又は解剖
立会いの作業
②その他の死体取扱作業

①１回 ３，２００円
②１回 １，６００円

爆発物処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 爆発物処理作業 １回 ５，２００円

特殊危険物質処理作業等手当 当該作業に従事する警察職員 ①特殊危険物質（サリン等）の処
理作業
②特殊危険物質による被害の危険
がある区域内において行う作業
③特殊危険物質が発生するおそれ
がある実験作業

①日額 ５，２００円
②日額 ２５０円
③日額 ４６０円

緊急業務処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 正規の勤務時間外に突発的な事件
又は事故の処理のため出勤を命じ
られ、夜間に従事する作業

１回 １，２４０円

少年補導作業手当 少年補導職員 少年補導作業 日額 ３１０円

災害警備等作業手当 当該作業に従事する警察職員 異常な自然現象又は大規模な事故
により重大な災害が発生した箇所
等において行う災害警備、遭難救
助等の心身に著しい負担を与える
作業

日額 ８４０円

術科指導作業手当 当該作業に従事する術科指導員 術科指導作業（本務として従事す
る作業を除く。）

１時間 ３００円

漁労手当 水産実習船に勤務する船員 漁労業務 日額 ３，６００円～８，４００円

社会福祉業務従事職員の特殊勤務
手当

社会福祉主事
身体障害者更生相談所に勤務する
身体障害者福祉司
児童福祉司

要保護者等を訪問して行う指導等、
身体障害者に面接して行う相談等
又は児童等に面接して行う相談等
の業務

日額 ５１０円

精神保健指定医、診察立会職員及
び精神障害者移送に従事する職員
の特殊勤務手当

精神保健指定医、診察立会職員等 精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づく診察、立会又は
移送の業務

日額 ３２０円

職業訓練指導業務従事職員の特殊
勤務手当

高等技術専門校に勤務する職業訓
練指導員

職業訓練業務 日額 ７９０円

と畜検査業務従事職員の特殊勤務
手当

食肉衛生検査センターに勤務する
職員

と畜場法による獣畜のとさつ又は
解体の検査

日額 １，１８０円

麻薬取締業務従事職員の特殊勤務
手当

麻薬取締員 麻薬及び向精神薬取締法による司
法警察職員として従事する危険な
職務

日額 ４２０円

爆発物取締業務従事職員の特殊勤
務手当

本庁爆発物取締主管課又は地方局
に勤務する職員

火薬類取締法又は高圧ガス保安法
に基づく完成検査、保安検査等の
業務

日額 ２５０円

漁業取締作業従事職員の特殊勤務
手当

当該作業に従事する職員 漁業取締船に乗り組んで従事する
漁業取締作業

日額 ５００円

夜間看護手当 子ども療育センターに勤務する看
護師又は准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部
又は全部が深夜（午後１０時から翌
日の午前５時までの間）において
行われる看護等の業務

１回 ２，０００円から３，３００円まで

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定
所に勤務する職員の特殊勤務手当

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定
所に勤務する獣医師である職員

家畜保健衛生所法による家畜の伝
染病の予防、人工授精の実施等の
事務

日額 ７３０円
（ＢＳＥ検査：８１０円加算）

潜水手当 農林水産研究所水産研究センター
に勤務する職員

海中の魚礁の状況、魚介類の育成
状況等を調査するため、潜水器具
を着用して行う潜水作業

１時間 ３１０円又は７８０円

用地交渉等業務に従事する職員の
特殊勤務手当

農林水産部農業振興局農地整備課、
土木部管理局用地課、地方局土地
改良主務課及び地方局建設部（土
木事務所を含む。）に勤務する職
員

公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円
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身体障害者等福祉業務従事職員の
特殊勤務手当

①身体障害者更生相談所に勤務す
る看護師等
②婦人相談所又はさつき寮に勤務
する職業訓練指導員又は生活指導
員

①看護業務
②職業訓練又は生活指導の業務

日額 ４２０円

精神障害者等訪問指導業務従事職
員の特殊勤務手当

保健所又は心と体の健康センター
に勤務する保健師

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づき精神障害者等を
訪問して行う相談指導業務又は感
染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律に基づく訪
問指導業務

日額 ２３０円

航空手当 当該業務に従事する職員 ①航空機の操縦業務
②航空機の整備等業務（整備士）
③航空機に搭乗して行う訓練等の
業務（①及び②以外）

①１時間 ７，７００円
②１時間 ４，５００円
③１時間 １，９００円

災害応急作業等手当 土木部河川港湾局河川課及び港湾
海岸課並びに道路都市局道路建設
課及び道路維持課並びに地方局建
設部（土木事務所及びダム管理事
務所を含む。）に勤務する職員

異常な自然現象により重大な災害
が発生した場合等に警戒水位を超
えている河川の堤防、通行が禁止
されている区間の道路等の危険な
区域において行われる次の作業
①巡回監視
②応急作業等

①日額 ４８０円
②日額 ７３０円

食鳥検査業務従事職員の特殊勤務
手当

食肉衛生検査センターに勤務する
職員

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検
査に関する法律による食鳥検査業
務

日額 １，１８０円

特殊自動車運転作業手当 農業大学校及び農林水産研究所
（水産研究センターを除く。）に
勤務する職員

大型特殊自動車等の運転作業 日額 ２９０円

兼務手当 当該業務に従事する教育職員 定時制の課程の授業又は補助の業
務（本務として従事する業務を除
く。）

１時間 ５１０円、６１０円又は６７０円

添削手当 当該業務に従事する教育職員 通信制の課程を担任して行う添削
指導業務（本務として従事する業
務を除く。）

添削１回 １１０円

教員特殊業務手当 当該業務に従事する教育職員（職
務の級が中学校・小学校教育職員
給料表又は高等学校等教育職員給
料表の１級又は２級のものに限る。）

①非常災害時における児童等の保
護又は緊急の防災等の業務
②児童等の負傷、疾病等に伴う救
急の業務等
③修学旅行等引率業務
④対外運動競技等において児童等
を引率して行う指導業務（泊を伴
うもの等）
⑤部活動における児童等に対する
指導業務（週休日、休日等に行う
もの）
⑥入学試験における受験生の監督
等の業務（週休日、休日等に行う
もの）

①日額 ６，４００円
②日額 ６，０００円
③日額 ３，４００円
④日額 ３，４００円
⑤日額 ２，４００円
⑥日額 ９００円

多学年学級担当手当 公立の小学校又は中学校の２の学
年の児童等で編制されている学級
を担当する教育職員（一定以上の
授業時間数の者に限る。）

当該多学年学級における授業又は
指導業務

日額 ２９０円

教育業務連絡指導手当 教務主任、学年主任、生徒指導主
事等

教務その他の教育に関する業務に
ついての連絡調整及び指導助言の
業務

日額 ２００円

面接指導手当 当該業務に従事する教育職員 講師として通信制の課程の授業又
はその補助を行う業務（本務とし
て従事する業務を除く。）

１時間 ７６０円

特別支援教育手当 特別支援学校に勤務する教育職員
及び特別支援学級等を担当する教
育職員

障害のある幼児、児童又は生徒に
対する授業又は指導業務

日額 １，０００円又は１，２００円

野犬取扱作業手当 動物愛護センターに勤務する技能
労務職員

野犬取扱作業 日額 ４１０円

道路上作業手当 地方局建設部又は土木事務所に勤
務する技能労務職員

交通遮断することなく行う道路の
維持修繕、舗装の打換え等の作業

日額 ３００円

家畜ふん尿処理作業手当 農林水産研究所畜産研究センター
に勤務する技能労務職員

たい肥舎等において行う有害物の
発生を伴う家畜ふん尿の処理作業

日額 ２９０円
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�オ 超過勤務手当

支給実績（平成２１年度決算額） ３，０１５，８１１千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） １７１千円

支給実績（平成２０年度決算額） ２，８４０，１４０千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算） １５８千円

�カ その他の手当（平成２２年４月１日現在）

手当名 内容 支給単価
国の制
度との
異 同

国の制度
と異なる
内 容

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２１年度決算）

扶 養 手 当

扶養親族のある職員に支
給

・配偶者 １３，０００円
・配偶者以外 ６，５００円
・配偶者のない職員の扶養親族のうち１人
１１，０００円
満１５歳に達する日後の最初の年度�

�
�
�
�
�

初めから満２２歳に達する日以降の

�
�
�
�
�
�

最初の年度末までの子１人につき
５，０００円加算

同 －
千円

２，５８４，８３８
円

２５２，６７２

住 居 手 当

自ら居住するための住宅
等を借り受け、家賃等を
支払っている職員又はそ
の所有に係る住宅に居住
する職員で世帯主である
もの等に支給

【借家・借間居住者】
・家賃２３，０００円以下
家賃額－１２，０００円

・家賃２３，０００円超５５，０００円未満
（家賃額－２３，０００円）×１／２＋
１１，０００円
・家賃５５，０００円以上
２７，０００円（支給限度額）

同 －
千円

１，４１１，６２９
円

１２３，４３７

【持家居住者】
３，５００円

異 国支給なし

初 任 給
調 整 手 当

医師等採用による欠員の
補充が困難である職に採
用された職員等に支給

採用困難の程度等を考慮して定める職の区
分及び採用の日以後の期間の区分に応じて
支給
上限額：４１０，９００円

同 －
千円

８５，０８８
円

１，５１９，４２９

通 勤 手 当

通勤のため、交通機関等
を利用している職員又は
自動車等を使用している
職員等に支給

【公共交通機関利用者】
６箇月定期等廉価な価額による運賃等相当
額
上限額：７８，０００円

異
国上限額
５５，０００円

千円
１，７１５，９４３

円
１０７，８８７【交通用具利用者】

距離に応じた定額
片道２�以上５�未満２，５００円

～
片道９５�以上４７，２００円

異
国上限額
２４，５００円

単身赴任手当

公署を異にする異動等に
伴い単身で生活すること
となった職員に対して支
給

２３，０００円＋加算額
加算額は、配偶者住居との距離に応じて
６，０００～４５，０００円

同 －
千円

１７４，７２６
円

２９５，６４５

管 理 職 手 当
管理又は監督の地位にあ
る職員に対して支給

給料表別、職務の級別、区分別の定額
同 －

千円
１，３２６，５６１

円
６２３，９７０

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

離島その他の生活の著し
く不便な地に所在する公
署等に勤務する職員に支
給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、公署の
区分に応じた一定率を乗じた額

同 －
千円

３７，６０４
円

２２６，５３０

へき地手当及び
へき地手当に準
ずる手当

へき地学校等に指定され
た学校に勤務する教育職
員に対して支給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、学校の
区分に応じた一定率を乗じた額

千円
１６８，２９２

円
２４７，８５３

定 時 制
通信教育手当

県立の高等学校で本務と
して定時制教育又は通信
教育に従事する教育職員
等に支給

給料月額に１００分の５から１００分の７を乗じ
た額
（管理職手当との併給調整あり。）

千円
３５，６８９

円
２９７，４０８

産業教育手当

県立の高等学校で農業、
水産又は工業に係る産業
教育に従事する教育職員
に支給

給料月額に１００分の７を乗じた額
（管理職手当等との併給調整あり。） 千円

１０９，６６９
円

３００，４６３
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義 務 教 育 等
教員特別手当

小学校、中学校又は県立
学校に勤務する教育職員
に支給

上限額：１５，９００円
職務の級号給に応じた定額
（産業教育手当等との併給調整あり。）

千円
１，５９５，９８５

円
１３５，３９１

農 林 漁 業
普及指導手当

農林漁業の普及指導に関
する事務に従事する職員
に支給

給料月額に１００分の６を乗じた額
千円

５４，８０５
円

２５０，２５１

宿 日 直 手 当
職員が正規の勤務時間外
又は休日等に宿直又は日
直をした場合に支給

４，２００円／１回 ほか
（勤務時間による増減あり。） 同 －

千円
４４９，３０８

円
２３７，９８１

管 理 職 員
特別勤務手当

管理職手当を支給される
職員が週休日等に勤務し
た場合に支給

職責に応じて４，０００円～１２，０００円／１回
の定額
（６時間を超える場合は加算あり。）

同 －
千円

２３，７７５
円

２１０，３９８

夜 勤 手 当

正規の勤務時間として午
後１０時から翌日の午前５
時までの間に勤務する職
員に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の２５を乗じた額

同 －
千円

１４３，４６６
円

１７２，４３５

休 日 給
休日等における正規の勤
務時間中に勤務した職員
に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の１３５を乗じた額 同 －

千円
５８４，４１０

円
２９３，３７９

注 支給単価のうち、特に記載の無いものは月額の単価です。

オ 特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

特別職の職員の給料月額又は報酬月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給

料

知 事 ９９０，０００円（１，３２０，０００円）

副 知 事 ８２８，２００円（１，０１０，０００円）

報

酬

議 長 ８７３，０００円（ ９７０，０００円）

副 議 長 ７８３，０００円（ ８７０，０００円）

議 員 ７３８，０００円（ ８２０，０００円）

期

末

手

当

知 事 （平成２１年度支給割合）

副 知 事 ３．１月分

議 長 （平成２１年度支給割合）

副 議 長 ３．１月分

議 員

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）

知 事 １３２万円×在職月数×０．６（任期毎）

副 知 事 １０１万円×在職月数×０．４５（ 〃 ）

注 給料月額及び報酬月額は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）及び愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例
（平成１９年愛媛県条例第３７号）に基づき、それぞれ知事２５％、副知事１８％、議長、副議長及び議員１０％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、
減額前の額を記載しています。

カ 公営企業職員の状況

�ア 電気事業

県営電気事業は、昭和２８年１０月７日の営業開始以来５６年を経過し、現在、銅山川第一発電所（２機）、同第二発電所、同第三発電所、富

郷発電所、肱川発電所、道前道後第一発電所、同第二発電所及び同第三発電所の合計８発電所（９機）において、最大出力６７，０００キロワッ

トで営業しています。
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ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成２０年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成２１年度
千円 千円 千円 ％ ％

１，９７３，０８０ ２５２，２２７ ４１７，９８０ ２１．２ ２１．１

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２２年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

６９ ３１２，３９５ ７１，９１９ １５０，６４７ ５３４，９６１ ７，７５３

注１ 職員数及び給与費は、平成２２年度当初予算に計上された数値であり、平成２２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在）

県営電気事業に従事する平成２２年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員１人を含まない。）は、６１人であり、職員の平均年齢、

基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（電気事業）
４３歳１月 ３５９，９０４円

４６６，３５５円

（５９７，５３０円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成２１年度） １人当たり平均支給額（平成２１年度）

１，７５３千円 １，６５５千円

（平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．７５ 月分 １．４ 月分 ２．７５ 月分 １．４ 月分

（１．５）月分 （０．７）月分 （１．５）月分 （０．７）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．３５月分、勤勉手当１．８月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。
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� 退職手当（平成２２年４月１日現在）

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整

額として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 － 千円 ２４，２５７千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整

額として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ７，６２９千円 ２６，９２７千円

注 １人当たり平均支給額は、平成２１年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（平成２２年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

支給総額（平成２１年度決算） ５９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ２，２７０円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度） ４５．６％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

①傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
②水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
③ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
④地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

⑤金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

①日額 ５７０円
②日額 ４００円
③日額 ３４０円
④日額 ２２０円
⑤日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成２１年度決算） ４１，２３３千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ８９６千円

支給実績（平成２０年度決算） ４３，８１９千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算） ９５３千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。
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� その他の手当（平成２２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２１年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１０，７４６
円

２３８，７８９

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
４，６１８

円
１０７，３９３

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，９３９

円
７７，３３３

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
６９６

円
３４８，０００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７，３７９

円
６７０，８０５

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１９５

円
９７，２５８

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
４

円
４，０００

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
３，６８５

円
２１６，７５１

�イ 工業用水道事業

県営工業用水道事業は、昭和３９年４月１日の営業開始以来４６年を経過し、現在、松山・松前地区工業用水道、今治地区工業用水道、西条

地区工業用水道（一部給水）の３地区において、給水能力２３８，１３３立方メートルで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成２０年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成２１年度
千円 千円 千円 ％ ％

１７，８８４，９９５ △１６，４４５，１８３ １９１，１８７ １．１ ７．７

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２２年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

２９ １３２，５７４ ３４，５５６ ５４，０６０ ２２１，１９０ ７，６２７

注１ 職員数及び給与費は、平成２２年度当初予算に計上された数値であり、平成２２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在）

県営工業用水道事業に従事する平成２２年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員２人を含まない。）は、２４人であり、職員の平均

年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（工業用水道事業）
４３歳９月 ３７３，５１２円

４４４，５９１円

（５８０，７４０円）
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注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成２１年度） １人当たり平均支給額（平成２１年度）

１，６４９千円 １，６５５千円

（平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．７５ 月分 １．４ 月分 ２．７５ 月分 １．４ 月分

（１．５）月分 （０．７）月分 （１．５）月分 （０．７）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．３５月分、勤勉手当１．８月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（平成２２年４月１日現在）

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額と

して加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 － 千円 ２７，５９３千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額と

して加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ７，６２９千円 ２６，９２７千円

注 １人当たり平均支給額は、平成２１年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（平成２２年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

支給総額（平成２１年度決算） １１６千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ５，５１０円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度） ７５．０％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

①傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
②水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
③ずい道水圧管内における調査、
測量作業等

①日額 ５７０円
②日額 ４００円
③日額 ３４０円
④日額 ２２０円
⑤日額 ２００円
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④地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

⑤金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成２１年度決算） １２，４５１千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ５６６千円

支給実績（平成２０年度決算） １０，６７４千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算） ５０８千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。

� その他の手当（平成２２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２１年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
５，４７４

円
２２８，１０４

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，０１６

円
８７，６４３

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，９５２

円
１９７，６１７

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３９１

円
１９５，５００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，６８２

円
６１３，６５０

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
６３

円
１２，６００

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
２，２７５

円
２２７，５１０

�ウ 病院事業

県営病院事業は、昭和３１年１０月１日県衛生部から移管を受けて以来５３年を経過し、現在、中央、今治、三島、南宇和及び新居浜の５病院

で、病床数１，９０５床を有し、それぞれの地域における中核的医療機関として、その機能を発揮しています。（但し、三島病院（１８３床）は平

成２２年３月３１日をもって廃止しました。）

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成２０年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成２１年度
千円 千円 千円 ％ ％

３９，２８１，６９５ △３，０６６，４５２ １４，３８６，９７１ ３６．６ ３８．２
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注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２２年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

１，９４６

（６）

７，８０６，１８７ ３，６４０，６６２ ３，０３６，１３４ １４，４８２，９８３ ７，４４２

注１ 職員数及び給与費は、平成２２年度当初予算に計上された数値であり、平成２２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２２年４月１日現在）

県営病院事業に従事する平成２２年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員３人を含まない。）は、１，９２８人であり、職員の平均年

齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県

医 師 ４３歳１０月 ５６６，３０１円 １，２０６，９０３円

（１，３８６，６０４円）

看 護 師 ３７歳０月 ３０３，１５０円 ３８６，３０１円

（４９７，７９１円）

事務職員 ４５歳８月 ３８１，７２８円 ５８９，１０３円

（７２８，４５８円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成２１年度） １人当たり平均支給額（平成２１年度）

１，４６９千円 １，６５５千円

（平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．７５ 月分 １．４ 月分 ２．７５ 月分 １．４ 月分

（１．５）月分 （０．７）月分 （１．５）月分 （０．７）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．３５月分、勤勉手当１．８月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。
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� 退職手当（平成２２年４月１日現在）

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分 ３２．７６月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整

額として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額

医 師 ８５１千円 －千円 ８，２１３千円

看護師 １，４０８千円 ２５，６４１千円 １２，６９７千円

その他 ６３５千円 ２６，３３０千円 １６，６８０千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整

額として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ７，６２９千円 ２６，９２７千円

注１ １人当たり平均支給額は、平成２１年度中に退職した職員に支給された額の平均です。
２ １人当たり平均支給額のその他は、医師及び看護師を除くすべての職員です。

� 地域手当（平成２２年４月１日現在）

支 給 総 額（平成２１年度決算） ２１２，０２３千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ７８２，３７４円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 愛媛県の制度（支給率）

医 師 １５％ ２６９人 １５％

注 支給対象職員数は、平成２２年４月１日現在の職員数です。

� 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

支給総額（平成２１年度決算） ４２０，９４０千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ２８０，２５３円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度） ７２．９％

手当の種類（手当数） ９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

結核病とう勤務手当 病院の結核病棟に勤務する職員 病院の結核病棟において行う患者
の看護又は患者に接する職務

日額 ２９０円

病理細菌取扱手当 病院の試験室等において病理又は
危険である細菌の検査研究等に従
事する職員

病院の試験室等において行う病理
又はコレラ、赤痢等危険である細
菌の検査、研究等

日額 ２００円

放射線技術勤務手当 放射線技術又はその補助に従事す
る職員

病院において行う有害放射線の影
響を受ける作業

日額 ２３０円

伝染病医療従事手当 病院において伝染病患者等の診療、
看護等に従事する職員

伝染病患者等の診療又は看護
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業

日額 ２９０円

精神病棟等勤務手当 病院の精神病棟又は精神科に勤務
する職員

精神病患者等の看護又はこれらの
者に接する業務

日額 ３２０円

夜間看護等手当 ①病院で深夜に勤務する看護師等
②③病院に勤務する医療職給料表
の適用を受ける職員

①正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間）におい
て行われる看護等の業務
②救急患者に対処するために命を
受け自宅等でする待機
③待機中に呼出しを受け、正規の
勤務時間以外の時間において行っ
た手術等の業務

①１回 ２，０００円から３，３００円まで
②１回 ８６０円
③１回 １，６２０円
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航空手当 航空機に搭乗して診療、調査等の
業務に従事する職員

航空機に搭乗して行う診療、看護、
調査、捜索救難等の業務

１時間 １，９００円

救急医療従事手当 病院に勤務する管理職医師 正規の勤務時間外において行う救
急医療業務

１時間当たりの給与額×従事時間

診療応援手当 病院に勤務する医師 他の県立病院等で従事する診療業
務

１回 ２０，０００円又は５，０００円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成２１年度決算） １，５８１，１２１千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） ８３７千円

支給実績（平成２０年度決算） １，４８１，２７４千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算） ７９９千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。

� その他の手当（平成２２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２１年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１７１，７７９
円

２１７，７１６

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２２０，８２７
円

１８１，００６

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１２１，２８５
円

８６，２０１

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１３，４１９
円

２９８，２００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

５１，７０８
円

８７６，４０７

初 任 給
調 整 手 当

内容は、一般行政職の制度と同じ。
支給単価は、一般行政職の制度に加え、医師について次の額
を支給。
・職務の級に応じ２４，０００円又は３０，０００円
・小児科、産婦人科、麻酔科に勤務する者１００，０００円以内の
額

異 医師への加算
千円

９６３，４２１
円

３，５５５，０６１

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１８９，２７６
円

３４３，５１３

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７，３６６

円
１６３，６８９

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円

１７３，３１３
円

１６７，６１４

� 特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

特別職である管理者の給料月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給 料 ７０５，５００円（８３０，０００円）

（平成２１年度支給割合）

期末手当 ３．１月分

（算定方式） （支給時期）

退職手当 ８３万円×在職月数×０．３（任期毎）

注 給料月額は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき１５％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、
減額前の額を記載しています。
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� 勤務時間その他の勤務条件の状況

ア 勤務時間の状況

平成２１年度における職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分で、公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要の

ある職員を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は、午後零時から午後１時まで）となっています。

イ 休暇の状況

� 年次有給休暇

年次有給休暇は、１年ごとに２０日付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことができます。平成２１年の職員１人当たりの年次有給休暇

の取得状況は、以下のとおりです。

（単位：日）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 代 表 監 査 委 員 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

平均取得日数 １１．３ ９．７ ７．０ ７．８ ６．３ １０．１ ５．７

� その他の休暇

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故など条例や人事委員会規則で定める事由に該当する場合には、有給

の休暇を付与しています。また、職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は障害のため介護を必要とするものを介護する

場合には、無給の休暇を付与しています。

ウ 休業の状況

� 育児休業

職員が３歳に満たない子を養育するために休業することが認められる制度です。育児休業をしている期間については、給与は、支給され

ません。平成２１年度における育児休業者数は、６５１人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 議 会 議 長 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児休業者数 ６４ １６９ １ ３８８ ２９ ６５１

� 部分休業

職員が３歳に満たない子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、勤務し

ないことが認められる制度です。部分休業をしている時間については、給与が減額されます。平成２１年度における部分休業者数は、５人で

す。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

部分休業者数 ３ １ １ ５

� 育児短時間勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために短時間勤務をすることが認められる制度です。育児短時間勤務をしている期

間については、給与が減額されます。平成２１年度における育児短時間勤務者数は、６６人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 合 計

育児短時間勤務者数 ９ ４８ ９ ６６
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� 修学部分休業

職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認められ

るときは、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、２年間を限度に、修学のために必要な時間を休業することが認められる

制度です。平成２１年度における修学部分休業者数は、０人です。

� 高齢者部分休業

定年退職日前５年間の職員が希望する場合、公務運営に支障がない場合は、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、定年

退職日までの間、勤務時間を短縮することが認められる制度です。平成２１年度における高齢者部分休業者数は、０人です。

� 自己啓発等休業

職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動を行う場合、２年間（国際貢献活動は３年間）を限度に休業することが認められる制度です。

平成２１年度における自己啓発等休業者数は５人です。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 合 計

自己啓発休業者数 １ １ ３ ５

� 大学院修学休業

公立学校の教員が、大学院や大学の専攻科の課程に在学して、その課程を履修するため、３年を超えない範囲内で休業することが認めら

れる制度です。平成２１年度における休業者数は、０人です。

� 分限及び懲戒処分の状況

ア 分限処分の状況

分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持を目的としてなされる不利益処分であり、その種

類は、免職、休職又は降任があります。平成２１年度における分限処分数は、３０５件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

休 職 １０６ ３０ １０９ ６０ ３０５

イ 懲戒処分の状況

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなさ

れる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給又は戒告があります。平成２１年度における懲戒処分数は、３３件です。任命権者別の

内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ ０ ０ １ １

停 職 １ ０ １ ３ ５

減 給 １ ０ ９ ０ １０

戒 告 ８ ４ ３ ２ １７

合 計 １０ ４ １３ ６ ３３
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� 服務の状況

地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、

職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等への従事制限など、服務上の強い制約を課しています。各任命権者においては、平成２１年度

において、以下の措置を講じました。

ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長及び代表監査委員

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について 交通事故及び交通違反の防止について、注意喚起を行いました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の付託に応えるため、

県民に目線を合わせた県政の推進、利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、業務の適正な執行及び経費

の節減、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等について徹底しました。

業務の適正な執行について

長期間にわたり複数の部署において、会計法規に違反する不適正な経理が行われていた事実が発覚したこと

から、物品の購入及び予算の執行にあたって、法規に則り、目的に沿った適正な会計処理を誠実に行うよう

徹底しました。

� 職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを防止することを目的として、管理職等を対象に研修を実施する

とともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。

� 愛媛県又は愛媛県職員に対して行われる不当要求行為等に対し、職員の安全及び県行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、愛媛県

として組織的かつ統一的に対応する際の具体的な応対要領等に関する研修会を実施しました。

イ 教育委員会

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、教職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について ゴールデンウイーク前の時期をとらえて、交通事故等の防止について注意喚起を行いました。

夏季休暇の取得促進について

教職員の夏季における心身の健康の維持及び増進並びに家庭生活の充実を図るため、夏季休暇及び年次有

給休暇の計画的取得に努めるよう周知しました。また、日頃から教職員のコミュニケーションを通じて、

教職員が休暇を取りやすい雰囲気づくりに取り組むよう通知しました。

教職員等の選挙運動の禁止等について 衆議院議員選挙における服務規律の確保について注意喚起を行いました。

交通事故の根絶及び交通安全の徹底について 秋の大型連休前の時期をとらえて、交通事故の根絶及び交通安全について改めて周知徹底を図りました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について
公務員による不祥事が相次ぐとともに、飲酒運転や死亡事故を含む交通事故・違反が後を絶たないことを

重く受け止め、今後一切の不祥事と交通事故・違反の根絶に努めるよう周知徹底を図りました。

ウ 警察本部長

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

職員による飲酒運転事案防止対策について
全国的に飲酒運転事案が後を絶たないことから、車両通勤者に特化した飲酒運転防止対策、レポート作成

等による飲酒運転防止に向けた意識の強化、職員の飲酒実態等の把握徹底を図りました。

職員生活指導推進月間の実施について 非違事案防止のため、部下職員に対する適切な生活指導を指示しました。（５月）

職員生活指導推進月間の延長実施について
警察官による窃盗事案を受けて、生活指導推進月間を延長し、部下に対する詳細な実態把握の再徹底、幹

部による検討会の実施、職務倫理教養の徹底を図りました。（６月）
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夏季における規律の保持と各種事故防止につ

いて

非違事案防止、生活指導の徹底、殉職・受傷事故の防止、交通事故の防止、被留置者事故の防止に関する

指導教養を行い、各種事故防止の徹底を図りました。

身上把握・生活指導システムの充実強化につ

いて

職員の身上把握・生活指導に対する意識改革を指示するとともに、平素の業務指導等を通じて把握した問

題点等を報告することができる「職員指導カード」を新設し、本来の監督系統はもとより、その他の系統

（他所属を含む）における身上把握を可能として、より多角的な身上把握・生活指導システムを構築しま

した。

衆議院議員総選挙における規律の保持につい

て

総選挙に伴う警察職員としての基本的留意事項及び具体的不適切事例を示して、服務規律の確保の徹底を

図りました。

若年警察職員による非違事案防止対策の強化

について

全国的に若年職員による社会的反響の大きな非違事案が続発したため、若年職員の非違事案防止に係る全

国施策例を示して、若年職員に特化した非違事案防止対策の強化を図りました。

年末年始における規律の保持と各種非違事案

の防止について

非違事案の防止、生活指導の徹底、殉職・受傷事故の防止、交通事故の防止、被留置者事故の防止につい

て、職員に対する指導の強化・徹底を図りました。

独身寮における私的管理金の横領等事案の防

止について

若年職員による非違事案防止対策の一環として、各独身寮の監督所属を指定し、監督所属幹部による寮費

の出納状況の把握等、一歩踏み込んだ非違事案の未然防止対策を指示しました。

職員に対する生活指導推進月間の実施につい

て
非違事案防止のため、部下職員に対する適切な身上把握・生活指導の実施を指示しました。（１月）

警察署ホームページの掲載内容等の緊急点検

の実施について

警察署ホームページ上からの個人情報の流出事案を受けて、各警察署ホームページの掲載内容、掲載手続

きの確認及び掲載内容のチェック体制の確立を指示しました。

人事異動期における規律の保持と各種事故防

止について

非違事案の防止、殉職・受傷事故の防止、交通事故の防止、被留置者事故の防止、取扱事件の早期処理と

証拠品等の確実な点検及び引継ぎの徹底について、職員に対する指導の強化・徹底を指示しました。

� 各所属において、セクシュアル・ハラスメント防止をテーマとした小集団検討会等を開催し、全職員に対するセクシュアル・ハラスメ

ント防止意識の醸成を図りました。

� 研修及び勤務成績の評定の状況

ア 研修の状況

職員の勤務能率の発揮及び増進のため、平成２１年度は、各任命権者において以下のとおり研修を実施しました。

� 知事

ａ 研修所における研修

愛媛県研修所において、教員、警察官を除く各任命権者の職員を対象に、以下のとおり研修を実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

階 層 別 研 修
新規採用職員、新規採用臨時職員、中堅職員、係長・課長補佐・課長級の新任者、部長・次長級の現任者を対

象に、それぞれの階層に共通に必要とされる知識・技術の習得を目的とする研修

７コース

参加者 ９４６人

ステージアップ

研 修

新規採用から課長補佐昇任までの各階層別研修の間を３つの能力開発期間（ステージ）と捉え、次の職位で必

要とされる知識・能力をあらかじめ取得することを目的とした研修

２５コース

参加者 ８４２人

専 門 研 修
新規採用職員・職場研修・接遇などについて、職場内での指導に携わる職員を対象に、指導者としての知識や

技法を習得することを目的とした研修

３コース

参加者 ３７人

部 局 研 修
新たに税務・生活保護等の業務に従事する職員を対象に、担当する業務に直結する知識・技術の習得を目的と

する研修

７コース

参加者 １０２人

ｂ 長期派遣研修

広範な専門知識や実務能力等の習得、幅広い視野のかん養を図るため、中央省庁（７人）や自治大学校（２人）、民間企業等（６人）へ

職員を派遣しました。

また、独立行政法人日本貿易振興機構（１人）や財団法人自治体国際化協会（２人）に職員を長期派遣し、国際化に対応できる人材の育

成に努めました。

ｃ 職員の自己啓発を促進するため、自主研究グループ（２グループ）の育成を行いました。
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� 公営企業管理者

医療に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の医療水準の向上を図るため、医師を国内の先進・専門医療機関

（１３人）や海外の学会（１５人）に派遣しました。

また、県立病院の看護職員を対象に、職務の遂行に必要な知識、技能の習得等を目的として、県立５病院合同研修（２１コース、８４３人）

を実施しました。

さらに、看護に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の看護水準の向上を図るため、看護師に日本看護協会が主

催する研修を受講させました。（５人）

� 代表監査委員

監査を行う上で必要とされる専門知識や技術を習得し、その資質の向上を図るため、国の専門機関等が実施する研修を受講させました。

（１１人）

� 教育委員会

ａ 教職員としての指導力や資質の向上を図るため、総合教育センター等において、専門的・実践的な研修を以下のとおり実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

基 礎 研 修
教員の初任者、２年経験者、５年経験者、１０年経験者を対象に、教育公務員特例法により

義務付けられている基礎研修等

〔市町立学校教職員〕

４コース 参加者 ３８８人

〔県立学校教職員〕

１４コース 参加者 ２３８人

職 務 別 研 修
新任の校長、教頭、生徒指導主事等を対象に、校務分掌や職位等に関係する必要な知識・

技能の習得を目的とする義務的研修

〔市町立学校教職員〕

１２コース 参加者 ２，０７２人

〔県立学校教職員〕

１２コース 参加者 １，２５０人

課 題 別 研 修
受講を希望する教職員を対象に、英語指導や情報教育等の高い専門知識・技能の習得を目

的とする研修

〔市町立学校教職員〕

４９コース 参加者 ３，１２４人

〔県立学校教職員〕

１８コース 参加者 ２，０４８人

ｂ 教職員としての指導力や資質向上を目的として、国内の研修機関等や大学院等の教育機関への派遣及び海外派遣について、以下のとお

り実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

国 内 派 遣
多様な研修の確保の観点から、教職員の自己研修の奨励と学習指導力の向上を目的と

して、職員派遣研修を実施しました。

〔市町立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター ６０人

〔県立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等 ２２人

大 学 院 等 派 遣
高度で広範囲な課題に対応する資質を養うことを目的として、国立大学大学院等へ派

遣しました。

〔市町立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ２３人

〔県立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ８人

海 外 派 遣
教職員に諸外国の教育、文化の実情を理解させ、国際的視野に立った識見を深めるこ

とを目的として、海外へ派遣しました。

〔市町立学校教職員〕

アメリカ ２１人

〔県立学校教職員〕

アメリカ １人

� 警察本部長

警察教養規則により、警察職員１人１人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持

し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的に、道府県警察学校等において警察教養を行うこととされています。愛媛県警察学校

においては、平成２１年度は、採用時教養（６期２６８人）、昇任時教養（２期３０人）、専科等（４２期５４６人）の警察教養を行いました。

また、警察職員として必要な知識及び技能等を習得させるため、警察庁が設置する管区警察学校（２５２人）、警察大学校（９６人）及び法

科学研修所（１０人）で警察教養を行いました。
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イ 勤務成績の評定の状況

� 定期人事考課

ａ 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

課長級以下の一般職の職員を対象に、平成２０年１２月１日から平成２１年１１月３０日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。

勤務評定は、評定を受ける職員の直近上位の職位となる管理職職員が評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、評

定者の直近上位の職位となる管理職職員が調整者として、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において

活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び現在の仕事についての成果等を申告する自

己申告書を職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｂ 教育委員会（市町立学校教職員）

平成２０年１１月１日から平成２１年１０月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、校長の評定は市町教育

長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、市町教育長が調整

者として、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｃ 教育委員会（県立学校教職員）

平成２０年１１月１日から平成２１年１０月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、校長の評定は愛媛県教

育長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、愛媛県教育長が

調整者として、評定結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｄ 警察本部長

平成２０年１２月１日から平成２１年１１月３０日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、上席係長以上の警察官

又は課長補佐以上の一般職員が一次・二次の評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、二次評定者の直近上位の職

位となる管理職職員が調整者として、評定結果の調整を行います。調整結果は、調整者の上位の職位にある確認者に提出し、確認者は、

評定が不適当であると認められたときは、調整者に評定結果を再調整させます。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用し

ました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び設定した目標の達成度をみる評価等を職員

に提出させ、人事異動において活用しています。

� 特別人事考課

ａ 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

条件附採用期間中の職員を対象に、採用の日から５か月を経過した日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行い、所属長（部長、

病院長等）が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

ｂ 教育委員会（市町立学校教職員及び県立学校教職員）

条件附採用期間中の教職員を対象に、採用の日から５か月（教員は１０か月）を経過した日までの期間の勤務状況について、勤務評定を

行い、校長が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

なお、県立学校の教員については、平成１６年度の特別人事考課から、教員として求められる資質である社会性、コミュニケーション能

力、職務に対する意欲等について校長が評価し、教育委員会に報告することとしています。

ｃ 警察本部長

条件附採用期間中の職員を対象に、条件附採用期間終了直前までの期間の勤務状況について、勤務評定を行い、評定者、調整者及び確

認者が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。
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� 福祉及び利益の保護の状況

ア 厚生福利制度の状況

職員の心身の健康の保持及び公務能率を増進させるため、任命権者、地方公務員等共済組合法に基づき設置される共済組合、地方公務員

法第４２条の趣旨に沿って職員が任意で設置する互助会において、職員の厚生福利事業を実施しています。

� 職員の健康保持、疾病予防対策

職員の健康保持の増進と疾病予防のため、労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断、メンタルヘルス対策、健康相談及び健康教育等

を実施しています。平成２１年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 健康診断

区 分 概 要

知 事 等
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で胃検診や大腸検診等

を、共済組合及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。

教 育 委 員 会
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で胃検診を、共済組合

及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。

警 察 本 部 長
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診、健康度測定等を行いました。また、共済組合と共同で人間ドッ

クを行いました。

注 知事等とは、任命権者のうち、教育委員会及び警察本部長を除くものをいいます（以下同じ。）。

○各種健康診断の実施状況（平成２１年度）

（知事等）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ５，６２０人 一次検査 ※受診率 ９９．２％

特別定期健康診断 １，６５６人
放射線業務従事職員検診、特定化学物質等使用職員検診、有機溶剤使用職員検診、深夜業務等従

事職員検診

そ の 他 検 診 ８３７人 振動業務従事者検診、ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用職員検診

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ９，２９１人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １，７７５人 人間ドック、超音波検診

（教育委員会）

県立学校

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ３，４０８人 一次検査 ※受診率 ９９．２％

そ の 他 検 診 １０８人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ６，５４２人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ８８０人 （特）人間ドック、人間ドック、超音波検診

事務局

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ３１５人 一次検査 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ０人 有機溶剤使用職員検診、深夜業務等従事職員検診

そ の 他 検 診 ６０人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ６８６人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １７７人 （特）人間ドック、人間ドック、超音波検診
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（警察本部長）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ２，７５７人 一次検査 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ５５２人 有機溶剤使用職員検診、アクアラング隊員検診、深夜業務従事者検診、鉛検診

そ の 他 検 診 ６３人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ３，３００人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、前立腺がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ９８４人 人間ドック、超音波検診

ｂ メンタルヘルス対策

区 分 概 要

知 事 等
「愛媛県職員こころの健康づくり指針」により、総合的、体系的に取り組みました。中でも、「職場復帰支援システム」の運用、健康相

談室での相談、メンタルヘルスセミナーを実施したほか、共済組合と共同で外部専門機関による相談事業を行いました。

教 育 委 員 会

外部専門機関による相談事業を行うとともに、心の病による休職者の復職支援制度を整備しました。また、共済組合において面接相談及

びメンタルヘルスサポート事業が、共済組合と互助会の共同によりメンタルヘルスセミナー及びストレスチェックが、それぞれ行われま

した。

警 察 本 部 長
共済組合と共同で生活相談カウンセラーによる相談事業を行いました。また、共済組合において外部専門機関による相談事業及びメンタ

ルヘルスセミナーが行われました。

ｃ 健康相談・健康教育

区 分 概 要

知 事 等
健康相談室の設置・相談、健診事後指導、禁煙サポート、ヘルスアップセミナー等健康教育事業を行いました。また、共済組合において、

電話相談等が行われました。

教 育 委 員 会 共済組合において、健康づくりセミナー、にぎたつウェルネス合宿、一日介護講座、電話相談等が行われました。

警 察 本 部 長
産業医・健康管理対策室による相談、健診事後指導、禁煙サポート、肥満セミナー等健康教育事業を行いました。また、共済組合におい

て、健康教室の開催等健康づくり運動を推進しました。

� 安全衛生

労働安全衛生法等に基づき、安全衛生委員会の設置、産業医及び衛生管理者等の配置を行い、快適な職場環境の実現と職場における職

員の安全を確保するための安全衛生管理体制を整備しています。

区 分 委員会名 設置数

総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

知 事 等 安 全 衛 生 委 員 会 １０

衛 生 委 員 会 １６

教 育 委 員 会
総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

衛 生 委 員 会 ６９

警 察 本 部 長
安 全 衛 生 委 員 会 １５

衛 生 委 員 会 １５

� その他

職員の厚生福利事業を進めるため、元気回復事業等を実施しています。平成２１年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 元気回復事業等

区 分 概 要

知 事 等

ボランティア活動の支援、職員だよりの発行等を行うとともに、図書室や職員運動場を設置しています。また、共済組合と共同で、ライ

フプランの支援事業を行いました。更に、共済組合において、プール、山の家の助成等が、互助会において、サークルへの活動助成、カ

フェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が、それぞれ行われました。
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教 育 委 員 会
共済組合において、ライフプランの支援事業、保養所の設置等が、互助会において、福祉相談、福利厚生事務等研究助成等が、それぞれ

行われました。

警 察 本 部 長 ライフプランの支援事業を行いました。また、互助会において、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が行われました。

○共済組合福祉事業

平成２１年度実績

区 分 利用者数

知事等 健 診 事 業 １１，１５８人

【地方職員共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ７，０３８人

組合員数 ６，２０７人 愛 媛 診 療 所 ４，０１７人

被扶養者数 ８，１５４人 貸 付 累 計 件 数 １，６６３件

教育委員会 健 診 事 業 ３，９０８人

【公立学校共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ９４５人

組合員数 １３，７００人 そ の 他 事 業 １３，４９１人

被扶養者数 １３，９５７人 に き た つ 会 館 １０２，３７６人

貸 付 累 計 件 数 ４，１８２件

警察本部長 健 診 事 業 ７９５人

【警察共済組合】 健 康 づ く り 事 業 １，６６５人

組合員数 ２，８３０人 そ の 他 事 業 ７９人

被扶養者数 ４，０４３人 貸 付 累 計 件 数 １，３２９件

○互助会事業実績

平成２１年度実績 （千円）

区 分 主な保健文化事業 事業費

知事等

会 員 数 ６，０６９人

会員掛金 １３４，２７３千円

人間ドック、リフレッシュ助成事業、サークル助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、生涯

設計支援事業
１０３，９９１

教育委員会

会 員 数 １３，０３６人

会員掛金 ３７２，１６０千円

人間ドック、メンタルヘルスセミナー、退職準備セミナー、福祉相談、リフレッシュ海外旅行助成の実施

等
２９，０７３

警察本部長

会 員 数 ３，００８人

会員掛金 ６３，２３０千円

資格取得・通信教育等助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、柔剣道指導育成、事件検挙助

成等
５９，６６３

ｂ 給付事業

� 共済組合による給付

地方公務員等共済組合法に基づき、組合員等の病気、出産、死亡、休業等に関し、相互救済を図るため、法定給付として、保健給付、

休業給付及び災害給付が行われるとともに、法定給付に付加して給付する附加給付が行われています。

○平成２１年度実績 （千円）

区 分 知 事 等 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

保 健 給 付 １，５３９，７０６ ３，０２４，２６７ ７８５，１９２

直 営 保 健 給 付 １３，００８ － ３２

休 業 給 付 ２０２，２５６ ３９９，９４０ ３６，６４９

災 害 給 付 ０ ０ ０

附 加 給 付 ３４，８６２ ７７，２５２ ２４，３６８

一部負担金払戻金等 １８，８７４ ５４，５３３ １０，８９８

計 １，８０８，７０６ ３，５５５，９９２ ８５７，１３９
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� 互助会による給付

互助会により、会員等の病気、出産、死亡等に関し、相互救済を図るための給付が行われています。

（千円）

区 分 主な給付事業 給付総額

知 事 等 医療補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ４２，５８０

教 育 委 員 会 療養費補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ２９４，１５８

警 察 本 部 長 死亡弔慰金、銀婚祝金、傷病見舞金、入学祝金等 １４，７８９

ｃ 職員住宅（独身寮）設置状況

職員が安心して赴任し職務に専念できるよう、厚生福利施設として職員住宅等を設置しています。任命権者別の設置状況は、以下のと

おりです。

（単位：戸）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

戸 数 ３７４ ４３７ １，１０７

イ 公務災害補償の状況

公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員災害補償基金愛媛県支部が実

施しています。平成２１年度に発生した公務災害・通勤災害の認定件数は９６件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合計

公 務 災 害 ３ ５ １１ ６５ ８４

通 勤 災 害 ４ ０ １ ７ １２

合 計 ７ ５ １２ ７２ ９６

ウ 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会（以下「人事委員会」という。）に対して、地方公共団体の当局に

より適当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。平成２１年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」

の�のとおり、人事委員会に対して措置の要求が行われています。

エ 不利益処分に関する不服申立ての状況

職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会に対して、不服申立てをすることができるこ

ととされています。平成２１年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」の�のとおり、人事委員会に対して不服申立てが行われてい
ます。
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２ 人事委員会の業務の状況

� 競争試験及び選考の状況

職員の任用は、地方公務員法並びに職員の採用及び昇任に関する規則、任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用に関する規則等

を基本法規として運用されているが、その主旨とするところは、職を中心として成績主義による公正な任用が行われるところにある。

人事委員会は、職員の採用候補者試験の実施、任用候補者名簿の作成、採用・昇任選考の実施等、任用制度全般を通じて成績主義の原則

が貫かれるよう努力している。

ア 採用候補者試験の実施状況

平成２１年度に実施した採用候補者試験は、次のとおりである。

� 採用候補者試験実施状況

試験の名称 受験資格（平成２１年４月１日現在） 受付期間
試験実施

年 月 日

愛媛県職員採用候補者（上級）試験 ・年齢２１歳以上２９歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

資格免許を必要とする職は、上記の者で、当該資格・免許を

有する者又は取得する見込みの者

２１．５．１８

～

２１．６．５

〔第１次〕

２１．６．２８

〔第２次〕

２１．７．２７

～

２１．７．３１

愛媛県警察官（男性）（大学卒）採用候補者試験 年齢１７歳以上３０歳未満の男子で、大学卒業者又は平成２２年３

月末日までに卒業見込みの者

２１．４．２

～

２１．４．２１

〔第１次〕

２１．５．１０

〔第２次〕

２１．６．１９

～

２１．６．２４

愛媛県警察官（男性）（大学卒特別募集）採用候補

者試験

年齢１８歳以上３０歳未満の男子で、大学卒業者又は平成２１年９

月末日までに卒業見込みの者のうち、平成２１年１０月１日の採用

に応じられる者

愛媛県警察官（女性）（大学卒）採用候補者試験 年齢１７歳以上３０歳未満の女子で、大学卒業者又は平成２２年３

月末日までに卒業見込みの者

愛媛県警察官（女性）（大学卒特別募集）採用候補

者試験

年齢１８歳以上３０歳未満の女子で、大学卒業者又は平成２１年９

月末日までに卒業見込みの者のうち、平成２１年１０月１日の採用

に応じられる者

愛媛県職員採用候補者（初級）試験 年齢１７歳以上２１歳未満の者

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

２１．８．１９

～

２１．９．７

〔第１次〕

２１．９．２７

〔第２次〕

２１．１０．２７

～

２１．１０．２８

愛媛県職員採用候補者（資格免

許職）試験

短大卒程度 年齢１９（２０）歳以上２７歳未満の者で、当該資格・免許を有す

る者又は取得する見込みの者

愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試

験

年齢１７歳以上３０歳未満の男子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

２１．８．２６

～

２１．９．１４

〔第１次〕

２１．１０．１８

〔第２次〕

２１．１１．１３

～

２１．１１．１６

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試

験

年齢１７歳以上３０歳未満の女子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）
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� 採用候補者試験受験状況

ａ 愛媛県職員採用候補者（上級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 ４８０ ３３７ ５２ ４８ ２６ １３．０倍

学 校 事 務 ８１ ５９ １２ １０ ５ １１．８倍

警 察 事 務 １０８ ７５ １８ １６ ９ ８．３倍

総 合 土 木 ３１ １８ １０ ８ ５ ３．６倍

建 築 １０ ７ ４ ３ ２ ３．５倍

林 業 ９ ６ ３ ３ １ ６．０倍

畜 産 ９ ６ ４ ４ ２ ３．０倍

化 学 ４１ ２７ ９ ８ ４ ６．８倍

鑑 識 （ 化 学 ） １０ ９ ３ ３ ２ ４．５倍

薬 剤 師 ２６ １９ ９ ９ ３ ６．３倍

合 計 ８０５ ５６３ １２４ １１２ ５９ ９．５倍

ｂ 愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警 察 官 （ 男 性 ）（ 大 学 卒 ） ５２３ ４４４ １８４ １５６ ９４ ４．７倍

警察官（男性）（大学卒特別募集） ９１ ７８ ５０ ４９ ２３ ３．４倍

合 計 ６１４ ５２２ ２３４ ２０５ １１７ ４．５倍

ｃ 愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警 察 官 （ 女 性 ）（ 大 学 卒 ） １３４ １０５ ３４ ２６ １５ ７．０倍

警察官（女性）（大学卒特別募集） ２７ ２２ １６ １５ １５ １．５倍

合 計 １６１ １２７ ５０ ４１ ３０ ４．２倍

ｄ 愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

一 般 事 務 ８２ ７３ １７ １６ ８ ９．１倍

警 察 事 務 ２９ ２５ ９ ８ ５ ５．０倍

合 計 １１１ ９８ ２６ ２４ １３ ７．５倍

ｅ 愛媛県職員採用候補者（資格免許職）試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

短 大 卒

程 度

保 育 士 ２２ １７ ３ ２ １ １７．０倍

臨床検査技師 ３３ ３１ １１ ９ ５ ６．２倍

診療放射線技師 １６ １５ ４ ４ １ １５．０倍

合 計 ７１ ６３ １８ １５ ７ ９．０倍

ｆ 愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警察官（男性）（高校卒程度） ３６７ ３０８ ８８ ７５ ４２ ７．３倍
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ｇ 愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警察官（女性）（高校卒程度） １０９ ８２ ２１ ２１ ９ ９．１倍

イ 選考の実施状況

職員の採用・昇任については、特殊な職その他について、人事委員会の行う選考によることが認められているが、平成２１年度の採用・昇

任に係る選考の実施状況は、次のとおりである。

� 採用選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

１ 主 事 ・ 技 師 １ １

２ 主 事 ・ 技 師 １ ２ １ ４

３ 係 長 ２ ２ １ ５

４ 専 門 員 １２ ２ １４

行 政 職 ５ 課 長 補 佐 ２ ２

６ 本 庁 課 長 ３ １５ １８

７ 参 事 ２ １ ３

８ 本 庁 局 長 ２ ２

９ 本 庁 部 長 ０

１ 巡 査 ２ ２

２ 主 任 ３ ３

３ 係 長 ３ ３

４ 係 長 ２ ２

公 安 職 ５ 課 長 補 佐 １０ １０

６ 本 部 課 次 長 ６ ６

７ 本 部 課 長 ４ ４

８ 部 長 １ １

９ 部 長 １ １

１ 研 究 員 １ １

２ 主 任 研 究 員 ０

研 究 職 ３ 主 任 研 究 員 １２ １２

４ 主 席 研 究 員 ０

５ 機 関 の 長 １ １

１ 技 師 ５ ２４ ２９

２ 係 長 ・ 医 長 １５ １５

医療職（一） ３ 保 健 所 課 長 ・ 病 院 部 長 ３ ３

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ４ ４

５ 医 監 ０

１ 技 師 １ １

２ 技 師 ２ ５ ７

３ 主 任 ０

医療職（二） ４ 係 長 ０

５ 専 門 員 ０
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６ 地 方 機 関 の 課 長 ０

７ 薬 剤 部 長 ０

１ 技 師 ０

２ 技 師 ３ １１７ １２０

３ 主 任 ０

医療職（三） ４ 係 長 ０

５ 専 門 員 ０

６ 副 看 護 部 長 ０

７ 看 護 部 長 ０

技 能 労 務 職 ０

合 計 ２０ １６９ ４８ ３７ ２７４

� 昇任選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 人事委員会 議 会 議 長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合 計

３ 係 長 ０

４ 専 門 員 ０

５ 課 長 補 佐 ０

行 政 職 ６ 本 庁 課 長 ５２ ２ １ １５ ３ ７３

７ 参 事 ３１ １ ４ １ ３７

８ 本 庁 局 長 ２１ １ １ １ １ ２５

９ 本 庁 部 長 ６ ３ １ １０

２ 主 任 ０

３ 係 長 ０

４ 係 長 ０

公 安 職
５ 課 長 補 佐 ０

６ 本 部 課 次 長 ０

７ 本 部 課 長 １８ １８

８ 部 長 １０ １０

９ 部 長 ７ ７

２ 主 任 研 究 員 ０

研 究 職
３ 主 任 研 究 員 ０

４ 主 席 研 究 員 ０

５ 機 関 の 長 １ １

２ 係 長 ・ 医 長 ０

医療職（一）
３ 保健所課長・病院部長 ０

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ０

５ 医 監 １ １６ １７

４ 係 長 ０

医療職（二）
５ 専 門 員 ０

６ 地 方 機 関 の 課 長 ０

７ 薬 剤 部 長 ４ １ ５

４ 主 任 ０

医療職（三）
５ 専 門 員 ０

６ 副 看 護 部 長 ０
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７ 看 護 部 長 １ １

合 計 １１５ ２５ １ ２ ０ ２２ ３９ ２０４

� 警察官階級昇任選考

（単位：人）

階級 昇任者数

警 視 １９

警 部 ３

警 部 補 ３

巡 査 部 長 ４

合 計 ２９

� 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

ア 報告及び勧告の日及びその相手方
� 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置について

勧 告 の 日 平 成２１年 ５ 月１２日

勧 告 の 相 手 方 議 会 議 長 及 び 知 事

� 平成２１年職員の給与等に関する報告及び勧告

報 告 及 び 報 告 の 日 平 成２１年１０月 ９ 日

報 告 及 び 報 告 の 相 手 方 議 会 議 長 及 び 知 事

イ 報告及び勧告の概要

� 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置についての概要

平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当について、国の措置に準じて、特例的に所要の措置（０．２月分を凍結）を講ずるよう

勧告するとともに、本特例措置の凍結分に相当する支給割合の期末手当及び勤勉手当については、秋の給与勧告等において必要な措置

を勧告する旨言及

なお、今回の勧告は、法律に定める給料表を基礎として支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合の一部を暫定的に凍結するとし

た国家公務員の措置に準ずることが必要と判断したもので、本委員会としては、これとの均衡を図るべきものと考えており、その実施

に当たっては、本県職員の本来あるべき給与水準を基に措置されるよう要請

［一般職員の支給割合（期末手当及び勤勉手当（ボーナス））］

区分 特例措置前 特例措置後 凍結分

期末手当 １．４０月 １．２５月 △０．１５月

勤勉手当 ０．７５月 ０．７０月 △０．０５月

合計 ２．１５月 １．９５月 △０．２０月

� 平成２１年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

ａ 県職員の給与と民間給与との比較

� 月例給

本年４月分の県職員給与と県内の民間給与を比較したところ、県職員給与が民間給与を１人当たり平均６２４円（０．１６％）上回って

いる。

民間給与 （Ａ） ３９８，４９１円

県職員給与 （Ｂ） ３９９，１１５円

較 差 （Ａ－Ｂ） △６２４円（△０．１６％）
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※ 県職員給与�の欄は知事等及び職員の給与の特例に関する条例による減額措置がないものとした場合に支給されることとなる給与を基
礎として算出したものであり、同条例による減額措置後の県職員の給与（３８６，０５０円）と民間給与を比較した場合は、県職員の給与が民

間給与を１人当たり平均１２，４４１円（３．２２％）下回っている。

� 特別給

民間における年間支給割合は４．１４月分であり、県職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給割合（４．５０月分）を０．３６月分下回ってい

る。

ｂ 県職員の給与について

� 給与の改定

○ 給料表の改定

人事院勧告の内容（初任給を中心とした若年層及び医療職�を除き、すべての俸給月額を引下げ）を基礎として改定
また、給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額についても、当該経過措置対象職員の給料表で定め

る月額の平均改定率を踏まえて引下げ

○ 超過勤務手当の改定

時間外労働の割増賃金率の引上げを内容とする改正労働基準法に適切に対応するため、１箇月６０時間を超えた場合の支給割合を

人事院勧告に準じて改定

１００分の１２５（１５０）→１００分の１５０（１７５） ※括弧内は午後１０時から午前５時までの間

○ 期末手当及び勤勉手当の改定

民間の支給割合に見合うよう引下げ ４．５月分 → ４．１５月分

・ 平成２１年１２月期の期末・勤勉手当の支給割合を０．１５月分引下げ

・ 平成２２年６月期以降の期末・勤勉手当の支給割合を人事院勧告に準じて改定

・ 平成２１年６月期に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置（勧告）により凍結した支給月数分（０．２月分）は引下げ分の一部

に充当

［一般職員の支給割合（期末手当及び勤勉手当（ボーナス））］

６ 月 期 １２ 月 期 合 計

平成２１年度

期末手当
１．２５月（凍結後）

（現行１．４月）

１．５月

（現行１．６月）

２．７５月

（現行３．０月） ４．１５月

（現行４．５０月）
勤勉手当

０．７月（凍結後）

（現行０．７５月）

０．７月

（現行０．７５月）

１．４月

（現行１．５月）

平成２２年度
期末手当 １．２５月 １．５月 ２．７５月

４．１５月
勤勉手当 ０．７月 ０．７月 １．４月

※６月期の現行の支給割合は、平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置前の支給割合

［改定後の平均給与］

・ 月例給与の改定により、平均給与月額が行政職平均で６２９円（０．１６％）減少する。

区 分 改 定 額 改 定 率 平 均 給 与 月 額

給 与 △６２９円 △０．１６％
３９９，１１５円 → ３９８，４８６円

（平均年齢 ４４．２歳）
内

訳

給 料 △６２４円 △０．１６％

そ の 他 △ ５円 △０．００％

・ 期末手当及び勤勉手当の支給割合の引下げにより、年額が行政職平均で１４７，５２２円減少する。

� 改定の実施時期等

○ 改定の実施時期

条例の公布日の翌月から実施

ただし、超過勤務手当及び平成２２年６月期以降の期末・勤勉手当の支給割合の改定については、平成２２年４月１日から実施

○ 平成２１年１２月に支給される期末手当の特例

本年４月からこの改定の実施の日の前日までの公民較差相当分を解消するため、４月の給与に調整率（△０．１７％）を乗じて得た

額に４月から実施の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と、６月期の特別給の額に調整率を乗じて得た額の合計額に相

当する額を、１２月期の期末手当の額で減額調整（給料月額の引下げ改定のあった職員に限る。）

※ 調整率とは、行政職の職員全体の較差の合計額を引下げ改定が行われる給料月額を受ける職員の給与月額の合計額で除して得

た率
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� 検討すべき課題

○ 住居手当

・ 自宅に係る住居手当

人事院勧告において制度そのものが廃止されることから、国と県の公務を取り巻く環境の近似性・類似性を踏まえた手当の在

り方に鑑みれば廃止することが適当

ただし、廃止時期については、本手当が従来から他の都道府県との均衡を考慮してきたものであることから、その動向を見極

めながら決定することが必要

・ 借家・借間に係る住居手当

人事院報告において、職員の実情を踏まえた手当の在り方について、引き続き検討を進める旨の言及があり、本県においても

検討を進めることが必要

○ 単身赴任手当

人事院報告において、引き続き、その改善について検討を進める旨の言及があり、今後の動向を注視しつつ、本県においても検

討を進めることが必要

○ 教育職員に係る手当

国においては、メリハリのある教員給与体系の実現と人材確保法に基づく教員給与の優遇措置の縮減に向けた取組みを、引き続

き進めているところであるが、本県においても、国の検討状況や他の都道府県の動向を注視しつつ、現状を十分に把握したうえで、

教育職員の手当の在り方について検討を進めることが必要

ｃ 給与構造の改革について

勤務実績の給与への反映について、本県においては、国に先んじて積極的に取り組んでいるところであるが、今後も他の都道府県の

動向等を注視しつつ、適切な対応を検討することが必要

ｄ 公務運営に関する課題

� 職員の勤務時間の縮減等について

引き続き職員全員がコスト意識を持った計画的・効率的な業務遂行に心掛けるとともに、特に管理職は、不断の業務見直し、効率

性の向上を図りつつ、超過勤務命令の必要性・緊急性の確認等、自らの役割を強く意識し実行することが必要。年次有給休暇の取得

促進についても、なお一層の取組みが必要

� 職員の健康管理について

精神性疾患による長期休業者数が増加傾向にあり、予防から復職後の支援のそれぞれの過程における取組みが、円滑に運用される

よう配慮が必要

また、管理職はじめ職員全員が積極的に風通しの良い快適な職場づくりに努めることが重要

� 今後の検討課題について

・ 県民に信頼される人事管理の推進について

公務員制度改革の状況、変化に適切に対応しつつ、より一層県民に理解され信頼される人事管理制度の進展について、引き続き

検討を進めることが重要

・ 人材の確保・育成について

県職員採用候補者試験の応募者が減少傾向にある中、県民の負託に応えることができる多様で有為な人材を確保する方法につい

て、幅広く検討することが必要

また、職員一人一人の公務に対する意欲と能力を一層高める視点から、各種研修の充実などを図り、人材育成を推進していくこ

とが必要

・ 仕事と生活の両立支援の推進について

人事院においては、育児休業の改善に係る意見の申出を行うとともに、短期介護休暇の新設や子の看護休暇期間等の拡充などを

措置することとしており、本県においても、関係法令の改正状況等を踏まえながら、導入に向けて適切に対応することが必要

・ 高齢期の雇用問題について

人事院においては、公的年金の支給開始年齢の段階的な引上げに伴い、定年年齢を段階的に６５歳まで延長することが適当である

とし、総給与費の増大抑制を踏まえた給与制度の見直しや人材活用方策など様々な問題について検討を進めることとしており、本

県においても、これらの状況を注視しつつ、高齢期の雇用問題について検討していくことが必要

ｅ 最後に

本県においては、臨時・特例的な給与減額措置が講じられており、この減額措置は、諸般の事情を考慮すると、やむを得ないもので

あると考えるが、職員の士気と生活に及ぼす影響が極めて大きいものと思料されることから、本来あるべき職員の給与水準の確保に向

けた努力を要望するものであり、特に、本年勧告が減額措置実施以降初めて、月例給及び特別給ともに引き下げるという厳しい内容に

なっている点を考慮され、過去最大の引下げ割合を勧告した期末・勤勉手当の取扱いについては、本年６月期と同様に本県職員の本来

あるべき給与水準を基に措置されるよう要請
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� 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、地方公務員法第４６条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団

体の当局により適当な措置が執られることを要求できる。

平成２１年度中の要求件数、終結件数及び平成２２年度への繰越件数はいずれもない。

� 不利益処分に関する不服申立ての状況

職員は、地方公務員法第４９条の２の規定により、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会又は

公平委員会に対して、不服申立てをすることができる。

平成２１年度中の要求件数、終結件数及び平成２２年度への繰越件数はいずれもない。

� 苦情の処理の状況

人事委員会は、地方公務員法第８条第１項第１１号の規定により、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てのほか、

職員の苦情を処理することとなっている。

平成２１年度中の相談件数２件、処理件数５件（うち平成２１年からの繰越分３件）、平成２２年度への繰越件数はない。

平成２２年９月２８日 発行
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